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（１０：００） 

議    長 ご起立願います。おはようございます。ご着席ください。  

  ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達していますので、これから

本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

議     長  まず、健康推進課長より発言の申出があっておりますので、

これを許可いたします。健康推進課長。 

健康推進課長 おはようございます。昨日の国民健康保険事業特別会計第４

回の補正審議の中で、田口議員から予算書の１８、１９ページになります

が、歳入の９款繰入金の一般会計繰入金に係る質問の答弁の中で誤りがあり

ましたので、訂正をさせていただきます。 

一般会計からの繰入金は、補正後で１億９，９００万ほどとなっておりま

して、今後伸びるのかと、その一般会計からの繰入金が伸びるのかという質

問でしたが、私からは、医療給付費が上がればここも上がってくると回答を

しておりました。ここはですね、介護保険の特会と混同をしておりまして、

介護保険は保険給付費に対する国、県、町の負担がございますが、国保の特

会では保険給付費に対する負担は国だけとなっております。したがいまし

て、町の負担分はありません。ありませんので、９款の繰入金の一般会計繰

入金におきましては、保険給付費の影響はございません。 

また、一般会計繰入金におきましては、低所得者に応じて保険料の一定割

合を補填する保険者支援制度分、それから低所得者に対する保険料軽減分を

補填する保険基盤安定負担金などの国、県の負担分を、一旦一般会計の方に

受け入れて、町の負担分を加えて国保の特会へ繰り出すと。そして、国保の

特会の繰入金で受け入れるという流れになっております。 

今回の９款繰入金の補正後の額、約１億９，９３０万円の内訳では、国が

約１，９００万、県が約６，５００万、町が約１億１，５００万となってお

ります。この町の負担分には資金不足分の繰入６千万円を含んでおりますの

で、法定繰入としての、実際の町の持出分は約５，５００万となっておりま

す。今後の伸びにつきましては、資金不足の繰入金は除きまして、国、県、

町の公費負担分による低所得者等への財政支援が拡充されれば、この一般会

計繰入金も増加すると思いますが、制度改正など、そういったものが生じな
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ければ、極端に増加していくことはないものと思われます。以上、訂正と補

足説明とさせていていただきます。大変申し訳ありませんでした。  

議    長 それでは、予算の説明に入りたいと思います。 

はじめに、日程第１、議案第１１号「平成２９年度川棚町一般会計予算」

から、日程第７、議案第１７号「平成２９年度川棚町水道事業会計予算」ま

でを、川棚町議会会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。  

  なお、この新年度予算につきましては、本日は説明を受けるにとどめ、本

会議４日目に質疑を行うことにいたしております。また、町長からの新年度

予算説明については、平成２９年度施策等に関する町長説明書の配布を受け

ておりますので、これから議案第１１号「平成２９年度川棚町一般会計予

算」から、順次、追加説明を求めます。 

  なお、説明項目のうち、歳入歳出予算、事項別明細書等における説明につ

いては、着席の説明を許可いたします。それではまず、企画財政課長。 

企画財政課長  おはようございます。それでは議案第１１号「平成２９年度

川棚町一般会計予算」についてご説明いたします。予算書１ページ目をお開

きください。 

  平成２９年度川棚町一般会計予算の条文でございます。まず第１条は、歳

入歳出予算の規定でございまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

５９億５,２００万円と定めるものであります。 

  同条第２項においては、歳入歳出予算の款項の区分及び区分ごとの金額

は、第１表歳入歳出予算による、としているものであります。 

  第２条の規定は、債務負担行為に関する事項、期間、及び限度額等につい

ては、第２表債務負担行為による、としているものであります。 

  第３条の規定は、地方債に関し、起債の目的、限度額、起債の方法、利率

及び償還の方法については、第３表地方債による、としているものでありま

す。 

  第４条の規定は、一時借入金に関するもので、一時借入金の最高限度額を

５億円と定めているものであります。限度額については例年通りの額でござ

います。 

  第５条の規定は、歳出予算の流用について定めているものであります。次

のページをお開きください。 
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  第１条第２項において規定した、第１表歳入歳出予算の表でございます。

２ページから３ページにかけまして、歳入について１款町税から２０款町債

まで、款並びに項ごとの金額について掲げております。読み上げは省略とさ

せていただきます。４ページをお開きください。 

  ４ページから５ページにかけては歳出について、１款議会費から１４款予

備費まで目的別に、款並びに項ごとの金額を掲げております。こちらも読み

上げは省略とさせていただきます。６ページをお開きください。 

  第２条に規定しております、第２表債務負担行為の表でございます。こち

らは２つの事項について掲げております。 

  まず、川棚町中小企業振興基金を川棚町が指定する金融機関から町内中小

企業者が借り受けるに当たり、長崎県信用保証協会の債務保証について、町

が損失補償をすることと、という事項であります。期間及び限度額は例年通

りでございます。 

  次に２番目として、図書管理システム更新であります。具体的には中央公

民館図書室、各小中学校図書室における図書管理システムの更新でございま

す。期間は平成３０年度から平成３４年度まで、限度額が２９０万６千円と

するものでございます。次のページに移ります。 

  こちらは第３条に規定する第３表地方債の表でございます。表に掲げてお

りますとおり７つの事業について、限度額の合計を４億２,０６０万円とす

るものでございます。個々の事業名、金額、起債の方法、利率、償還の方法

は記載のとおりということで、読み上げは省略とさせていただきます。 

  以上で、第１表から第３表までの説明を終わります。それでは、本日お配

りしております、平成２９年度川棚町一般会計予算説明資料、これに沿いま

して、本予算書の事項別明細書の款項の順にご説明をしてまいります。それ

ではこれからは、着席の上説明ということでお許しを願いたいと思います。

１４ページ、１５ページをお開きください。 

  歳入の１款町税であります。１２億９０７万９千円、前年度比７,０３０

万３千円の増加でございます。 

  １項町民税におきましては、５億４，９８１万円、前年度比４，７４０万

円の増となっております。 

  １目個人町民税でございます。４億９,２２１万円、前年度比３，７２０
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万円の増としております。主に給与所得の所得割が増加するものと見込んで

おります。 

  続きまして、２目法人町民税でございます。予算書のページは１６ページ

になります。総額で５,７６０万円、前年度比１，０２０万円の増加として

おります。税割分につきましては、前年度実績と直近の決算見込みを基に

３，０９０万円を計上しております。 

  続きまして、２項固定資産税であります。総額が５億３ ,０１６万９千

円、前年度比８４０万３千円の増加でございます。 

  １目固定資産税、５億２,８７０万円、前年度比８４０万円の増加として

おります。固定資産税の課税客体のうち、土地につきましてはやや減少する

と見込んでおります。家屋は新増築分評価実績等を踏まえまして、やや増加

すると見込んでおります。償却資産もやや増ということで見込んでおりま

す。 

  ２目の国有資産等所在市町村交付金、予算書のページが１８ページになり

ますが、これは３千円の増と見込んでおります。資料は２ページになりま

す。 

  ３項軽自動車税であります。予算額は４，６３５万円、８５０万円の増加

としております。軽自動車税につきましては、２８年１２月末現在の登録台

数を基に見込んでおります。税率については新税率を適用し、算定した結果

であります。 

  続きまして、４項町たばこ税でございます。７，４４０万円、前年度比６

００万円の増加としております。たばこ税につきましては、旧３級品以外の

本数が増加することから、６００万円の増としております。  

  続きまして、５項入湯税であります。予算書は２０ページにあります。こ

ちらは前年度と同額で計上しておりますので、説明は省略とさせていただき

たいと思います。 

そして、それぞれの滞納繰越分でございますが、町税全体の滞納繰越分に

つきましては前年度と同額の８９１万円を計上しております。  

  それでは、２款地方譲与税に移ります。予算書は２２ページになります。

地方譲与税につきましては前年度と同額としておりますので、予算書記載の

通りということで説明は省略とさせていただきます。 
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  続きまして、３款利子割交付金でございます。予算書は２４ページでござ

います。こちらは１５０万円ということで、前年度比８０万円減と見込んで

おります。 

  ４款配当割交付金に移ります。予算書は２６ページでございます。こちら

は前年度と同額５００万円ということで、説明は省略とさせていただきま

す。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金、予算書２８ページになります。こちらも前

年度と同額でありますので、説明は省略とさせていただきます。 

  ６款地方消費税交付金でございます。予算書は３０ページであります。こ

ちらは２億４千万、前年度比１千万円減ということで計上をしております。

こちらにつきましては、２８年度の見込を基に前年度よりも減少ということ

で見込んでおるものでございます。 

  次に、７款自動車取得税交付金に移ります。予算書は３２ページでありま

す。こちらも前年度と同額４００万円としておりますので、説明は省略とい

たします。 

  次に、８款地方特例交付金であります。予算書のページが３４ページであ

ります。こちらも前年度と同額３５０万円ということで説明は省略とさせて

いただきます。 

  続きまして、９款地方交付税であります。予算書３６ページに移ります。

地方交付税につきましては、国においては総額において減額方針、前年度比

２．２％の減ということが示されております。それに加えまして、交付税措

置の対象となっていた地方債の償還が完了することなどから、前年度を大き

く下回りました、平成２８年度の実績を更に下回るものと推計されますの

で、普通交付税が１９億円ということで計上をしております。 

  特別交付税におきましては前年度と同額の５千万円ということで計上をし

ております。 

  １０款交通安全対策特別交付金に移ります。ページが３８ページになりま

す。こちらは実績等を踏まえまして、３０万円の減額の２２０万円というこ

とで計上をしております。 

  １１款分担金及び負担金に移ります。予算書のページが４０ページであり

ます。総額で３，２２５万４千円、前年度比較４１３万円の減少ということ
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で計上をしております。大きなものとして保育園の保育料、そして養護老人

ホームの入所徴収金、こちらにつきましては入園者の見込み、あるいは老人

ホームにおきましては直近の入所者数を基に算出しております。  

そして、２目教育費負担金につきましては、見込まれる児童数、生徒数に

より算出をしております。次のページをお開きください。 

  ３目の農林水産業費負担金、４目総務費負担金、５目衛生費負担金。こち

らにつきましては名目的に計上しておりますので、説明は省略をさせていた

だきます。 

  １２款使用料及び手数料に移りますが、資料５ページ目に書いております

ように、これ以降特定財源につきましては予算書の説明欄に充当先の款項

目、及び事業名を記載しておりますので、そういったことでご参照いただけ

ればと思います。それでは資料は６ページに移ります。１２款使用料及び手

数料であります。予算書は４４ページになります。総額が１億３，３７５万

円、前年度比較３５万５千円の増加ということで計上をしております。使用

料及び手数料の主なものにつきましては、お配りした資料に表として掲げて

おります。前年度比較を掲げておりますので、ご覧いただければと思いま

す。個々の説明は省略とさせていただきます。 

  それでは、１３款国庫支出金に移ります。予算書のページが５２ページに

移ります。１３款国庫支出金、総額が８億７ ,７４６万１千円、前年度比較

５,１８８万３千円の減少ということで計上をしております。国庫支出金の

主なものは、説明資料に表として掲げておりまして、前年度との増減をお示

しをしております。そして、新規の主なものとして経済対策臨時福祉給付金

支給事業費補助金。こちらが新規の主なものでございます。個々の説明は省

略とさせていただきます。 

  それでは、１４款県支出金に移ります。予算書は５８ページに移ります。

１４款県支出金、総額が５億８,３０９万８千円、前年度比較２,９６８万１

千円の増加ということで計上しております。こちらも県支出金の主なものに

つきましては、説明資料６ページから７ページにかけまして、表として掲

げ、そして、前年度比較増減をお示しをしております。そして、新規のもの

につきましては７ページに、これも表として掲げておりますので、参考とし

てご覧いただきたいと思います。予算書の個々の説明は省略とさせていただ



- 10 - 

きます。 

  それでは、１５款財産収入に移ります。予算書は７６ページに移ります。

１５款財産収入であります。総額が７４０万７千円、前年度比較１，３９０

万３千円の減少ということで計上しております。こちらは土地貸付収入及び

基金利子について、収入が見込まれる額を計上しております。土地売払収

入、これは７８ページになりますが、こちらは名目で計上をしております。

１０万円、名目で計上しております。１目不動産売払収入、大きな減となっ

ておりますのが、２８年度が白石の分譲住宅の収入がございましたので比較

減ということでご了承願います。 

それでは１６款寄附金に移ります。予算書ページが８０ページでございま

す。総額が１，０００万３千円。前年度比較４１５万円の増ということで計

上しております。寄附金のふるさと応援寄附金につきましては、２８年度の

実績等を踏まえまして増額をしております。また、ふるさと応援寄附金の件

数の増加に伴いまして、新たにふるさと応援寄附金という４目を設けており

ます。これにつきましては、従来の振り分けではふるさと応援寄附金の額が

いくらであるのか非常に読み取りにくいということがありましたので分けた

次第でございます。これによりまして、決算書等におきましても、ふるさと

応援寄附金の総額ということがわかりやすくなるということで行ったもので

あります。 

  それでは、１７款繰入金に移ります。予算書は８２ページであります。総

額が２億７，０００万５千円、前年度比較７,７５５万１千円の増加という

こと計上しております。繰入金のうち、１項の特別会計繰入金、これはすべ

て前年度と同額で計上しております。２項基金繰入金でございますが、こち

らは町長の説明にもありましたように、多額の財源不足が生じておりますの

で、下水道事業基金、減債基金、財政調整基金から繰入を行うものとして計

上しております。下水道事業基金繰入金が８，０００万円、減債基金繰入金

が１億円、財政調整基金繰入金が８，５００万円とするものであります。  

さらに、資料は８ページになりますが、２９年度から中山間ふるさと農村

活性化基金、これを有効活用することとしまして、１００万円を一般会計に

繰り入れるとしております。これにつきましては、現在この基金が、２８年

度末の残として７６０万円になる見込みでございますが、これを毎年１００
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万円繰入れまして、要望の多いイノシシ緊急特別対策事業費の単独分、町単

独のワイヤーメッシュ等補助、そして、道水路維持補修費における畦畔改修

などの原材料支給に充当しようとするものでございます。それぞれ５０万円

ずつを充当するものでございます。 

  それでは、１８款繰越金に移ります。予算書ページが８４ページでござい

ます。１８款繰越金につきましては、前年度と同額の７，０００万円を計上

しております。 

  それでは１９款諸収入に移ります。予算書のページが８６ページでありま

す。諸収入、総額が８,３１４万３千円、前年度比較３７７万６千円の増加

ということで計上しております。これは資料に記載しておりますように、各

種諸収入を記載しております。そして、従来、１７款、特別会計繰入金にお

いて水道事業会計繰入金として計上していた水道課の別館使用料、これを２

９年度から１９款諸収入の雑入として計上しているものでございます。 

  申し訳ありません、ちょっと戻っていただきまして、予算書の８２ページ

の説明を漏らしておりました。ここで１項の特別会計繰入金のうち、水道事

業会計繰入金、これを廃目としております。先程雑入の折に先に説明してし

まいましたが、従来、繰入金として計上しておりました、水道課の別館使用

料、これにつきましては決算統計等で指摘がありまして、雑入に入れるのが

適当であるという判断からこれを廃目し、雑入としているものでございま

す。 

  それでは、２０款町債に移ります。予算資料８ページ、そして、予算書は

９４ページでございます。町債総額が４億２０６０万円であります。前年度

比較４８０万円の減少でございます。こちらにつきましては、説明資料の方

で各農林水産債、土木債につきまして、具体的な事業を掲げておりますので

ご覧いただきたいと思います。個々の説明は省略とさせていただきます。  

また、８目臨時財政対策債につきましては、説明資料に書いておりますよ

うに、前年度比大幅減となった２８年度の実績と同等額ということで計上を

しております。それでは以上が歳入についての説明でございます。  

それでは歳出について移ります。説明資料が１０ページであります。予算

書が９６ページになります。歳出の１款議会費であります。総額が９，０３

５万８千円、１４９万８千円の増であります。説明資料に書いておりますよ
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うに、内容としては前年度と同等でございますので、説明は省略とさせてい

ただきます。 

続いて、２款総務費に移ります。予算書は９８ページであります。まず１

項１目一般管理費でありますが、ここの中では「新庁舎建設事業費」、これ

を新たに設けております。説明書に書いておりますように、新庁舎を建設す

るための細目として「新庁舎建設事業費」を設け、委員謝金、視察等旅費、

ボーリング調査の委託料などを計上しております。 

次に、２目秘書広報費につきましては説明資料の記載の通りであります。  

３目財政管理費につきましては、財政管財係の事務的経費やふるさと応援

寄附金の包括委託や返礼品に関する経費などを計上しております。なお、２

９年度から２８年度決算について統一的な基準の公会計制度による財務書類

を作成するための経費、これを計上しております。 

  それでは、４目会計管理費でございます。予算書は１００ページになりま

す。４目会計管理費は説明資料に記載の通りでございます。 

  次に、５目財産管理費でございますが、これも説明資料の記載の通りでご

ざいます。 

  次に６目企画費であります。企画費は企画調整係の事務的経費を計上して

おります。資料に書いておりますように、２８年度までは細目として設けて

おりました「国際化推進事業費」これを町内在住の外国人と住民との交流事

業に取り組むこととし、事業費の少額となったことから「一般企画費」に統

合をしております。 

  次に、７目情報通信基盤整備事業費でございます。これは光ブロードバン

ド基盤整備事業の維持運営にかかる経費でございます。 

  続きまして、８目電算管理費に移ります。予算書ページが１０２ページに

なります。こちらは説明資料の記載のとおりであります。 

  次に、９目の地域づくり事業費、こちらも説明資料に記載のとおりでござ

います。 

  １０目交通安全対策費、これも説明資料に記載のとおりでございます。 

  次に１１目諸費に移ります。予算書ページが１０４ページになります。こ

ちらについても説明資料に記載のとおりの内容でございます。  

  次に、１３目から１７目の各種基金につきましては、各基金の利子収入と
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同額積立金として計上をしているものであります。 

  １８目地方創生費につきましては、婚活支援事業費を計上しております。 

  予算書は１０６ページになります。２１目移住・定住促進事業費、これに

つきましても説明資料記載のとおりでございます。 

  続きまして２項徴税費に移ります。徴税費についても説明資料に記載のと

おりでありますが、２９年度は滞納整理システムの導入に要する経費を賦課

徴収費において計上をしております。 

  次に、３項戸籍住民基本台帳費に移ります。予算書ページが１０８ページ

になります。こちらも説明資料記載のとおりの内容であります。 

  ４項選挙費におきましては、２９年度は執行が予定されております、長崎

県知事選挙、この執行に必要な経費を１０目として設けております。 

  次に、５項統計調査費に移ります。予算書ページは１１０ページになりま

す。こちらも資料記載のとおりの内容であります。 

  次に、６項監査委員費でありますが、予算書１１２ページになります。こ

れも資料に記載のとおりの内容であります。 

  それでは３款民生費に移ります。予算書は１１４ページに移ります。総額

が２２億２２７万５千円、前年度比７ ,８９２万７千円の減少でございま

す。 

  まず、１項社会福祉費でありますが、資料に書いてありますように、２９

年度主だった事項として消費税引き上げによる影響を緩和するための対策と

して実施されます「経済対策臨時福祉給付金支給事業」、これを計上してお

ります。そして、資料１２ページに書いておりますように、主な特別会計へ

の繰出金等の状況は以上のとおりということで、表として掲げて前年度との

増減をお示しをしているものでございます。個々の説明については省略とさ

せていただきます。 

それでは２目障害者福祉費であります。予算書は１１６ページになりま

す。主だった事項としましては、前年度比大きな増となった要因としては資

料に書いておりますように、この中の障害者福祉サービス事業費及び障害児

給付費、この増加が主な理由でございます。 

  次に、３目老人福祉費であります。こちらにつきましては、資料記載のと

おりの内容でありますので、個々の説明は省略とさせていただきます。４目
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についても同様ですので説明は省略いたします。 

  それでは、５目国民年金事務費、予算書は１１８ページに移ります。こち

らも資料記載のとおりの内容であります。 

  続きまして、２項児童福祉費であります。こちらは１目児童福祉総務費、

そして２目児童措置費ともに資料記載のとおりの内容で計上しておりますの

で、個々の説明は省略とさせていただきます。 

  それでは、４款衛生費に移ります。予算書は１２２ページになります。総

額が４億４,９０１万円、前年度比８９０万１千円の増であります。 

  １項保健衛生費でありますが、１目保健衛生総務費及び２目予防費におき

ましては、説明資料記載のとおりであります。３目についても同様でありま

す。 

  予算書は１２４ページ、４目健康増進費に移ります。こちら資料に書いて

おりますように、主だった事項としましてはピロリ菌抗体検査、これを新た

な検査項目と追加しており、健康診査費に必要額を計上しております。  

５目環境衛生費、これは資料記載のとおりの内容でございます。  

  それでは２項清掃費に移ります。こちらも資料記載のとおりの内容であり

ます。 

３項公害対策費に移ります。予算書は１２６ページになります。こちらも

資料記載のとおりの内容で計上をしております。 

  それでは５款労働費に移ります。予算書は１２８ページになります。この

１項労働諸費でございますが、これも資料記載のとおりの内容で計上をして

おります。説明は省略とさせていただきます。 

  それでは６款農林水産業費に移ります。予算書は１３０ページでありま

す。総額が３億３，１８５万４千円、前年度比較４，８８０万５千円の減少

でございます。 

  まず１項１目農業委員会費でありますが、これは７月、現在の委員の任期

満了に伴い、７月から新制度へ移行することに対応した農業委員会の運営、

農業者年金に係る事務及び機構集積支援事業に要する経費を計上しておりま

す。 

  ２目農業総務費は職員人件費でございます。 

  ３目農業振興費につきましては、２９年度の新規事業として、収益性のあ
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る施設園芸への転換を促す「施設園芸育成対策事業」を「農業振興費」に計

上しております。また、資料１４ページに移りますが、小串トマト後継者を

支援する「次代の担い手確保育成支援事業補助」これを長崎県農業振興事業

費において計上しております。 

  ４目畜産業費に移ります。予算書は１３２ページになります。この中で２

９年度新たな事業としましては、９月に開催されます「第１１回全国和牛能

力共進会」に出品します肥育農家への管理補助、これを畜産振興費において

計上をしております。 

  次に、５目農地費でございます。こちらにつきましては、資料に書いてお

りますように基幹農道川棚西部地区地元負担金、農村地域防災減災事業の経

費が主なものでございます。具体的な工事につきましては資料の方に掲げて

おります。 

  それでは、２項林業費に移ります。予算書は１３４ページでございます。

林業費については、資料記載のとおりの内容でございます。  

  それでは３項水産業費に移ります。水産業費におきましては、２９年度の

事業としましては、国・県補助を活用して、老朽化した漁港施設等の機能保

全を図るための水産物供給基盤機能保全事業、及び海岸堤防等老朽化対策事

業、この２つに取り組んでまいります。具体的な内容としては資料に掲げて

おるとおりであります。 

  それでは７款商工費に移ります。予算書は１３８ページになります。総額

が２億４ ,５６３万１千円、前年度比較６９６万１千円の増加でございま

す。資料は１５ページに移ります。 

  ２目商工業振興費でございますが、資料に書いておりますように、企業誘

致の新たな取り組みとしまして、長崎県産業振興財団に職員を派遣するため

の経費をこの中で計上をしております。 

  ３目観光費であります。この中で、資料に書いておりますように、２８年

度から取り組み、最終年度に当たります「かわたな『発見・巡る』旅整備プ

ロジェクト事業」につきましては、大崎海水浴場桟敷席の改修、案内板の設

置工事、片島公園整備工事等を計画し、必要な経費を計上しております。  

  また、観光物産情報発信事業につきましては、「町イチ村イチ２０１７」

に出品するための経費を計上しております。 
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  それでは８款土木費に移ります。予算書は１４２ページであります。土木

費、総額が８億７,７４５万３千円、前年度比較１億３，１９５万６千円の

増でございます。まず１目は資料記載のとおりであります。 

  ２項道路橋梁費でございます。１目は前年と同様でございます。２目道路

維持費であります。資料に掲げておりますように、町道の維持管理に要する

経費として、具体的な道路維持費の主なものとして資料の方に掲げておりま

す。安全施設整備については資料記載のとおりであります。 

  ３目道路新設改良費、予算書が１４４ページになります。こちら資料に記

載しておりますように、道路新設改良費が主なものとして各工事の記載をし

ております。 

それでは３項河川海岸費であります。こちらについては１目河川管理費、

２目ダム対策費、これは資料記載のとおりであります。予算書は１４６ペー

ジに移ります。 

４目の海岸保全費、これは名目計上であります。 

  次に、５目用悪水路費でございます。こちらについては資料に書いており

ますように新たに中組地区用悪水路排水対策工事、これは２箇年で行う計画

であります。そして、町道中倉線道路排水対策工事これを計画し、必要額を

計上しているものであります。 

  次に、４項港湾費でありますが、１目は資料記載のとおりであります。そ

して、２目港湾建設費でありますが、県営事業に係る地元負担金を計上して

おりまして、資料の方で具体的な内容について記載しております。  

  ５項都市計画費に移ります。都市計画費につきましては、資料で書いてお

りますように、公園整備において片島公園西側に駐車場用地を確保するため

の土地購入費を計上しております。予算書は１４８ページにあります。この

中の１７節購入財産購入費がそのことでございます。 

  続きまして、６項住宅費であります。住宅費については資料記載のとおり

ということで、町営住宅新町団地屋根外壁長寿命化改修工事、これを引き続

き２９年度も行ってまいります。 

  それでは９款消防費に移ります。予算書は１５０ページになります。総額

が２億１,３４４万７千円、前年度比１,２７５万円１千円の減でございま

す。こちらにつきましては、資料の１７ページに記載のとおりであります。
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２９年度は第４分団消防詰所の塗装工事、そして消防団員の雨衣の更新、第

２分団木場支隊及び第３分団猪乗支隊の消防可搬ポンプの車更新としていま

すが、この車を削除いただきたいと思います。消防ポンプの更新でございま

す。それらを計上しているものでございます。 

  それでは１０款教育費に移ります。予算書が１５４ページになります。総

額３億２,５９２万４千円、前年度比１,９５４万７千円の減少でございま

す。 

  まず、１項教育総務費でございますが、１目については資料記載のとおり

であります。２目についても資料記載のとおりでありますが、２９年度はＩ

ＣＴ教育の充実を図るため、ＩＣＴ教育の特別講師による教職員研修会を開

催するための経費を計上しております。 

  それでは、２項小学校費に移ります。１目学校管理費につきましては記載

のとおりでありますが、学校施設の整備関係としまして、２９年度は各小学

校図書室の図書管理システムの更新に係る経費、そして各小学校の普通教室

における扇風機設置工事費を計上しております。その他の各学校における主

な工事は、資料に掲げておる通りでございます。 

  次に、２目教育振興費につきましては、予算書は１５６ページになりま

す。教育振興費につきましては、こちらも説明資料に掲げているとおりの内

容であります。 

  それでは次に、３項中学校費に移ります。中学校費これも主なものとしま

しては、資料に記載しておりますように、２９年度は図書室の図書管理シス

テムの更新、そして普通教室における扇風機設置工事費、電灯トランス入替

工事を計上しているものであります。そして、資料１８ページに移ります

が、２９年度から国際性豊かな人材育成を図ることを目的として、その基礎

となる英語力の向上を図り、国際理解を深めるための「イングリッシュキャ

ンプ事業」を、中学１年生全員を対象として実施することとしております。 

予算書は１５８ページ移りますが、２目教育振興費、これにつきましては

説明資料に記載のとおりの内容であります。 

  ４項幼稚園費に移ります。こちらも説明資料に記載のとおりの内容であり

ます。 

  次に５項社会教育費に移ります。１目につきましては説明資料に記載のと
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おりの内容であります。 

  ２目公民館費につきましては、予算書１６０ページになります。２項公民

館費でありますが、この中の地区公民館の建設補助としましては三越公民

館、猪乗公民館の改修等に伴う補助金を計上しております。また、図書室に

おける図書管理システムの更新に係る経費、申し訳ございません、こちらも

訂正をお願いします。係る経費の次に「、」で、高の次の点が削除で、読み

上げますと、図書管理システムの更新にかかる経費、高電圧開閉器というこ

とに訂正をお願いをいたします。申し訳ありません。それらの改修工事費、

そしてＰＣＢ含有変圧器の処分費を計上しております。 

  次に、６項保健体育費に移ります。予算書は１６２ページをご覧いただき

たいと思います。この中の主だった事項としましては、２８年度から開始し

た、「わがまちスポーツ」推進事業におきまして、２９年度はホッケートッ

プアスリートの講師による体験教室、そして、総合型地域スポーツクラブと

連携したナイターホッケー推進事業、これを実施するよう計画して、それに

係る経費を計上しているものであります。 

  ２目教育キャンプ場費、３目体育館管理費、４目照明施設管理費、５目柔

剣道場管理費は説明資料記載のとおりであります。 

それでは７項、学校給食共同調理場費に移ります。ここにおいては２９年

度は和え物用冷蔵庫を購入する備品購入費、給食センター屋上の老朽化した

ルーフファン更新工事を行うこととして必要額を計上しております。  

それでは１１款災害復旧費に移ります。予算書は１６６ページになりま

す。こちらにつきましては、この中で２９年度は公共土木施設災害復旧費に

おきまして、法定外公共物に係る災害復旧補助金を設けまして、必要額を計

上しております。 

それでは１２款公債費に移ります。予算書は１６８ページであります。公

債費、総額が５億９，２５１万７千円、前年度比４２８万７千円の減でござ

います。 

それでは１３款諸支出金に移ります。予算書が１７０ページであります。

総額が１，６１２万円、前年度比１，６０２万円の増でございます。説明資

料に記載しておりますように、第２別館横の土地の取得費並びに登記手数料

を今回計上をしております。 
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それでは１４款予備費であります。予算書は１７２ページでございます。

予備費は前年と同額の２千万円を計上しております。そして説明資料につき

ましては主要事業、２０ページから主要事業などを記載し、２２ページには

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」関係の事業を記載しております。以上

が歳入歳出の款項目の状況でございます。以上で説明を終わります。  

それと、失礼しました。予算書におきましては給与費明細書を１７４ペー

ジから、そして１８０ページにおきましては、地方債現在高に関する調書を

おつけしております。そして、債務負担行為に関する調書を１８１ページに

記載をしております。なお、１８２ページにおいては地方消費税交付金、社

会保障財源化分充当額一覧をつけております。これらにつきましては説明は

省略とさせていただきます。それでは、以上が平成２９年度一般会計予算の

概要でございます。ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

議    長 ここでしばらく休憩いたします。 

（１０：５６） 

（…休  憩…） 

（１１：１０） 

議    長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議     長  ここで、企画財政課長より発言の申し出があっておりますの

で、これを許可いたします。企画財政課長。 

企画財政課長  それでは資料の訂正をお願いいたします。本日お配りした説

明資料でございます。まず、６ページであります。６ページの１４款、県支

出金、これに県支出金の主なものとして表をつけておりますが、左側の２８

年度当初予算とありますのは、２９年度当初予算に訂正をお願いいたしま

す。どちらも２８年度になっております。左側が２９年度に訂正をお願いい

たします。 

  それでは続きまして、１４ページであります。１４ページの上から６行

目、４目畜産業費についての記述でありますが、６行目の「畜産振興費の費

の次に、」を挿入いただくようにお願いいたします。「畜産振興費」におい

てということで訂正をお願いいたします。 
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  もう１点あります。１８ページをお願いいたします。１８ページの一番上

の３行であります。また、２９年度から、それに要する経費を教育振興費に

おいて計上しておりますとしております。この３行につきましては、その下

の２目教育振興費に関する記述でありますので、一番上の３行を２目教育振

興費の記述、この５行目の下の記述と訂正をいただくようにお願いをいたし

ます。以上でございます。大変申し訳ございません。訂正してお詫び申し上

げます。以上です。 

議     長  次に国民健康保険事業特別会計についての追加説明を求めま

す。健康推進課長。 

健康推進課長  それでは、議案第１２号「平成２９年度川棚町国民健康保険

事業特別会計予算」についてご説明いたします。予算書の１８３ページをお

開きください。 

  平成２９年度の予算につきましては、厚生労働省から示されました予算編

成方針に基づいて算出、予算計上をしております。第１条の規定は、歳入歳

出の総額は歳入歳出それぞれ２２億９,７１１万５千円と定めるものです。 

  第２項におきましては、歳入歳出予算の款項の区別及び当該区分ごとの金

額は、第１表歳入歳出予算によるものとしております。 

第２条の規定は、一時借入金については、最高額を５千万円と定めるもの

であります。 

第３条の規定は、歳出予算の流用について定めているものでございます。  

それでは事項別明細書により説明いたします。１８９ページをお開きくだ

さい。歳入予算ですが、対前年度と比較して歳入合計で１億８，６００万円

ほどの増加としております。保険税の収入は、被保険者の減少などにより減

少するものと見込んでおりますが、歳出における保険給付費などの増加に伴

う公費負担分や各種交付金、特に前期高齢者交付金が大幅に伸びる見込みな

どが主な増加の要因であります。なお、議会初日において、町長の平成２９

年度の施策等についての説明にもありましたように、国保財政が不安定なこ

とから、平成２９年度においても一般会計からの財政支援分として繰入金に

おいて６千万円を計上し、調整をしております。 

次に、歳出ですが、２款の保険給付費の予算額は１４億９，１００万円ほ

どとなっております。予算全体の６４．９％を占める割合となっておりま
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す。 

それでは歳入から説明いたしますので、次のページをお開きください。な

お、本日お配りいたしました資料に沿って説明いたします。ここからは着座

にて説明させていただきます。 

予算書の１９２ページ、１９３ページになります。１款国民健康保険税、

３億５，６０９万２千円、前年度比２，３０８万６千円の減となっておりま

す。 

  １項１目一般被保険者国民健康保険税３億４ ,０８４万９千円、前年度比

１,０７７万７千円の減となっております。一般被保険者の現年度分、過年

度分、滞納繰越分に係る保険税を計上しております。 

  ２目退職被保険者等国民健康保険税１,５２４万３千円、前年度比１，２

３０万９千円の減。退職被保険者の現年度分、過年度分、滞納繰越分に係る

保険税を計上しております。次に予算書１９８ページ、１９９ページになり

ます。 

  ２款使用料及び手数料１８万１千円、前年度と同額としております。次

に、予算書の２００ページ、２０１ページになります。 

  ３款国庫支出金５億２，４７７万６千円、前年度比２,４３９万４千円の

増。 

  １項１目療養給付費等負担金の現年度分については、歳出の２款保険給付

費にかかる一般被保険者医療費給付等支出見込額、これらを国の定率負担で

算定して計上をしております。 

  ２目の高額医療費共同事業負担金は、内容はここに書いてある通りですけ

れども、高額療養費共同事業拠出金にかかる国の負担分４分の１を計上して

おります。 

  ３目の特定健康診査等負担金は、歳出における８款保健事業費、１項特定

健康診査費等事業費にかかる補助対象額の３分の１を計上しております。 

  ２項国庫補助金、１目財政調整交付金は、市町村の財政負担能力を考慮し

配分される国の交付金を計上しております。 

それから２目の国庫補助金において、２目がありますけれども、ここの資

料に記載漏れがあります。大変申し訳ありません。ここの２目を入れてもら

うんですけれども、その下の４款の県支出金の２項県補助金の２目の説明の
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ところで、国保都道府県化準備等補助金は制度改正に向けたシステム改修費

補助金を計上していますっていう文言がありますけれども、これと全く同じ

ものをここの２目に挿入していただければと思います。大変申し訳ありませ

んでした。もう１度繰り返します。２項の国庫補助金において、２目国民健

康保険制度関係事務準備事業費補助金というのが説明が抜けております。こ

この文言は、４款県支出金の２項県補助金２目の文言と全く一緒の分を挿入

していただければと思います。大変申し訳ありませんでした。  

続きまして、予算書の２０２ページ、２０３ページになります。４款県支

出金１億２，６４９万円、前年度比２，７１７万９千円の増。  

１項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金は、高額療養費共同事業拠

出金にかかる県負担分４分の１を計上しております。 

  ２目特定健康診査等負担金は、歳出における８款保健事業費、１項特定健

康診査費等事業費にかかる補助対象額の３分の１を計上しております。  

  ２項の県補助金、１目財政調整交付金は、市町に配分される交付金で、普

通調整交付金と特別調整交付金の分を計上しております。 

また、２目都道府県化準備等補助金は、制度改正に向けたシステム改修費

補助金を計上しております。予算書の２０４ページ、２０５ページをお開き

ください。 

  ５款療養給付費交付金４,８６８万６千円、前年度比１,３３９万５千円の

減。 

  １項療養給付費交付金、１目療養給付費交付金は、退職被保険者等にかか

る療養給付費に対して、社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので、

その額を計上しております。予算書の２０６ページ、２０７ページをお開き

ください。 

  ６款前期高齢者交付金５億３,８２５万５千円、前年度比１億２,７１９万

３千円の増。 

  １項前期高齢者交付金、１目前期高齢者交付金は、６５歳以上７４歳以下

の保険加入率による保険者間の財政の均衡を図る目的で交付されるもので、

２９年度の概算交付予定額に基づき計上しております。なお、前年度比の大

幅な増加は、前々年度の精算額が約８千万円であること、また、給付費分が

２８年度より約５千万円増加しているためであります。予算書の２０８ペー
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ジ、２０９ページをお開きください。 

  ７款共同事業交付金、５億７１万円、前年度比１，８７３万３千円の増と

なっております。 

  １項共同事業交付金、１目高額医療共同事業交付金、２目保険財政共同安

定化事業交付金は、内容はここに記載をしている通りでございます。いずれ

も国保連からの提示された額を計上しております。予算書の２１０ページ、

２１１ページをお開きください。 

  ８款財産収入千円、前年度比５万６千円の減。 

  １項財産運用収入、１目利子及び配当金は、基金利子について積み立てる

ものですが、名目計上としております。予算書の２１２ページ、２１３ペー

ジをお開きください。 

  ９款繰入金２億１１６万６千円、前年度比２，５１４万１千円の増。 

  １項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金は一般会計歳出、３款民生費、

１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の国民健康保険基盤安定費及び国民健

康保険事業費に対応しております。内訳につきましては、国民健康保険基盤

安定費に対応するものとして１億１，１００万円。内容はここに記載してい

る通りですけれども、保険基盤安定保険税軽減繰入金は、国の負担が２分の

１、県の負担が４分の１、町の負担が４分の１となっております。保険基盤

安定保険者支援繰入金は、県が４分の３、町が４分の１の負担となっており

ます。また、国民健康保険事業費に対応するものとして３ ,０１６万６千

円。内訳はここに記載のとおりとなっております。その他の分として、６千

万円。これは資金不足繰入金として、臨時的に一般会計から繰り入れるもの

を計上しております。予算書の２１４ページ、２１５ページをお開きくださ

い。 

  １０款繰越金２千円、前年度同額。 

１項繰越金、１目療養給付費交付金繰越金及び２目その他繰越金は、名目

計上をしております。予算書の２１６ページから２１９ページになります。 

  １１款諸収入７５万６千円、前年度同額。 

  １項延滞金、加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金から５目の過料ま

でにつきましては、いずれの目も前年度同額を計上しております。 

  ２項預金利子、１目預金利子は、前年度同額を計上しております。  
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  ３項雑入、１目滞納処分費から６目の雑入まで、いずれの目も前年度同額

を計上しております。 

続きまして歳出について説明いたします。予算書の２２０ページからにな

ります。 

２２０ページから２２３ページにつきましては、１款総務費１，６４９万

８千円、９２１万４千円の増となっております。 

  １項総務管理費、１目一般管理費は、ここに記載をしているとおりでござ

いますが、昨年度よりの増加の要因としては、制度改正や国保広域化に伴う

システム改修費６件分が主なものであります。 

  ２目連合会負担金は、第三者行為求償事務共同処理手数料等について計上

をしております。 

  ２項徴税費、１目賦課徴収費は、国民健康保険税の賦課徴収にかかる経費

を計上しております。 

  ３目収納特別対策事業費は、収納率向上対策研修会等旅費、収納対策にか

かる経費を計上しております。 

  ３項運営協議会費、１目の運営協議会費は、国民健康保険運営協議会にか

かる経費を計上しております。 

  ５項医療費適正化特別対策事業費、１目医療費適正化特別対策事業費は、

医療費の通知、ジェネリック医薬品使用勧奨通知に係る通信費、レセプト点

検事務共同手数料等を計上しております。 

予算書の２２４ページから２２７ページは、２款の保険給付費になりま

す。２款保険給付費１４億９,１２７万４千円、前年度比１億６,５７１万円

の増となっております。保険給付費は先程説明したとおり、歳出予算の６

４．９％を占める割合となっております。 

  １項療養諸費１２億７,２７５万円、前年度比１億２，１４１万円の増と

なっております。１目から６目まで、１目の一般被保険者療養給付費から６

目のレセプト電算処理システム手数料まで、いずれも過去３年間の実績並び

に伸び率等を推計し、計上をしております。 

  ２項高額療養費２億１,１６０万円、前年度比４,４３０万円の増となって

おります。 

  １目、２目は、いずれも過去３年間の実績並びに伸び率等を推計し、計上
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をしております。３目、４目につきましては、前年度同額を見込み計上して

おります。 

  ３項の移送費２０万、前年度同額であります。 

  ４項出産育児諸費６３０万４千円、前年度同額としております。 

  １目出産育児一時金は１５件分を見込み計上しております。 

  ５項葬祭諸費６０万円、前年度同額としております。 

１目葬祭費は３０件分を計上しております。続きまして、予算書の２２８

ページ、２２９ページをお開きください。 

  ３款後期高齢者支援金１億９,５４１万５千円、前年度比３０６万９千円

の減となっております。 

  １項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金は２９年度の概算額とし

て厚生労働省試算により計上をしております。 

  ２目後期高齢者関係事務費拠出金は、事務費として拠出する費用を計上し

ております。次の予算書の２３０ページ、２３１ページをお開きください。 

  ４款前期高齢者納付金等７６万５千円、前年度比６６万３千円の増。 

  １項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金は２９年度概算額として

厚生労働省試算により計上しております。大きな増額の要因としては、一人

あたりの負担調整対象額が前年度より約３．５倍となっており、それに伴う

増加となっております。 

  ２目前期高齢者関係事務費拠出金は、事務費として拠出する費用を計上し

ております。予算書の２３２ページ、２３３ページをお開きください。 

  ５款老人保健拠出金１万５千円、前年度比４千円の減。 

  １項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金は、平成２０年３月まで

の老人保健医療費精算額として計上しております。 

  ２目老人保健事務費拠出金は、老人保健事務費として計上をしておりま

す。予算書の２３４ページ、２３５ページをお開きください。 

  ６款共同事業拠出金５億７１万円、前年度比１，８７３万３千円の増と

なっております。 

  １項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金は、国保連から提示

された拠出金概算額を計上しております。 

  ２目保険財政共同安定化事業拠出金は、保険財政安定化のための共同事業
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として実施されているもので、これも国保連から提示された拠出金額を計上

しています。予算書の２３６ページ、２３７ページをお開きください。 

  ７款介護納付金６,５８０万円、前年度比７９４万６千円の減となってお

ります。 

  １項介護納付金、１目介護納付金は２９年度概算額として支払基金試算に

より計上しております。予算書の２３８、２３９ページをお開きください。 

  ８款保健事業費２,３２５万５千円、前年度比５３９万６千円の増。 

  １項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費は、特定健診診査

にかかる保健指導に伴う保健師人件費、それから通信運搬費、特定健診の委

託料等を計上しております。 

  ２項の保健事業費８９０万、前年度比１５８万２千円の増となっておりま

す。その中で１目疾病予防費は、脳ドックや各種がん検診の疾病予防や、糖

尿病性腎症重症化予防事業に係る管理栄養士等の人件費を計上しておりま

す。 

  ２目はり、あんま、きゅう施術費は、施術に対する補助金を計上しており

ます。予算書の２４０ページ、２４１ページをお開きください。  

  ９款基金積立金１千円、前年度比５万６千円の減。 

  １項基金積立金、１目積立金は名目計上をしております。次のページ、予

算書の２４２ページ、２４３ページをお開きください。 

  １０款公債費１千円、前年度と同額。 

  １項一般公債費、１目利子は借入金が生じた場合に対応するもので、名目

計上をしております。予算書の２４４ページ、２４５ページをお開きくださ

い。 

  １０款諸支出金９０万５千円、前年度比３０万円の増。 

  １項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、２目退職被

保険者等保険税還付金のいずれも、過年度分の保険税の還付が生じた場合の

還付金を計上しております。 

  ３目償還金は、前年度同額で名目計上しております。 

  ２項延滞金、１目延滞金は、前年度同額で名目計上しております。  

  ３項繰出金１目一般会計繰出金は、２８年度繰入金の精算分として名目計

上しております。予算書の２４０ページ、２４１ページをお開きください。 
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  １２款予備費２４７万６千円、前年度比２８３万８千円の減。 

  １項予備費、１目予備費は、歳入と歳出の見合いにより計上しておりま

す。資料の次のページには、一般会計における国保関係の歳入、歳出予算を

表した資料であります。それから、その次のページのＡ３の資料は、国保特

会の２９年度の予算総括表となっております。後程ご参照ください。  

以上で、平成２９年度川棚町国民健康保険事業特別会計予算について説明

を終わります。ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

議     長  次に、後期高齢者医療特別会計についての追加説明を求めま

す。健康推進課長。 

健康推進課長  それでは、議案第１３号、平成２９年度川棚町後期高齢者医

療特別会計予算についてご説明いたします。予算書は２４９ページからと

なっております。 

  第１条の規定は、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億６ ,４５

８万７千円と定めるものです。 

  第２項におきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金

額は、第１表歳入歳出予算によるものとしております。なお、平成２９年度

後期高齢者医療特別会計につきましては、長崎県後期高齢者医療広域連合の

試算、資料を基に予算の編成をいたしております。それでは事項別明細書で

説明いたします。２５５ページをお開きください。 

  歳入予算ですが、１款後期高齢者医療保険料が予算額に対して６７．３％

を占めております。また、繰入金は予算総額の３２．５％を占めており、２

つの款で予算全体をほぼ占めることとなっております。対前年度と比較して

歳入合計で４３７万円ほど増加をしております。次のページをお願いいたし

ます。 

  歳出ですが、２款の後期高齢者医療広域連合納付金は、納付いただいた保

険料に一般会計から繰り入れた町分担金並びに保険基盤安定負担金を合わせ

た１億６,０２５万円ほどとなっており、歳出合計の９７．４％を占めてお

ります。それでは歳入から説明いたします。２５８ページをお開きくださ

い。また、本日お配りいたしました資料に沿って説明いたします。これから

先は着座にて説明させていただきます。予算書の２５８、２５９ページにな
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ります。 

  １款後期高齢者医療保険料１億１，０８１万９千円、前年度比２１８万円

の増となっております。 

  １項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料並びに２目普通徴収保険

料は、広域連合試算による保険料を計上しております。予算書の２６０ペー

ジ、２６１ページをお開きください。 

  ２款使用料及び手数料１万１千円、前年度同額。 

  １項手数料、１目証明手数料並びに２目督促手数料は、前年度同額を計上

しております。予算の２６２ページ、２６３ページをお開きください。 

  ３款繰入金５,３５２万８千円、前年度比２１９万３千円の増。 

  １項繰入金、１目事務費繰入金、２目保険基盤安定繰入金は、広域連合試

算により計上しております。予算の２６４ページ、２６５ページをお開きく

ださい。 

  繰越金１千円、前年度同額。 

  １項繰越金、１目繰越金は前年度同額を名目計上しております。予算書の

２６６ページ、２６７ページをお開きください。 

  ５款諸収入２２万８千円、前年度比５千円の増。 

１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金は、前年度同額を名目計上して

おります。 

  ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金は、過年度分保険料還付金

を計上しております。 

  ２目還付加算金は、前年度同額を名目計上しております。 

  ３項雑入、１目滞納処分費、２目雑入は、前年度同額を名目計上しており

ます。続きまして、歳出です。予算書の２６８、２６９ページをお開きくだ

さい。 

  １款総務費４１０万１千円、前年度比２２万７千円の増。 

  １項総務管理費、１目一般管理費は後期高齢者医療にかかる事務費、健診

費用等を計上しております。 

  ２項徴収費、１目徴収費は、後期高齢者保険料徴収にかかる口座振替手数

料、年金からの特別徴収にかかる徴収経由基幹業務システム分担金を計上し

ております。予算書の２７０ページ、２７１ページになります。 
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  ２款後期高齢者医療広域連合納付金１億６,０２５万円６千円、前年度比

４１４万６千円の増、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者

医療広域連合納付金は、広域連合試算により計上をしております。内訳はこ

こに記載をしているとおりでございます。予算書の２７２ページ、２７３

ページをお開きください。 

  ３款諸支出金２２万５千円、５千円の増。 

  １項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金は、広域連合試算による還

付見込額に０．２％を乗じた額を計上しております。 

  ２項繰出金、１項他会計繰入金は、前年度一般会計繰入金の精算に伴う科

目で名目計上をしております。予算書の２７４、２７５ページになります。 

  ４款予備費５千円、前年度同額。 

  １項予備費、１目予備費は、前年度と同額を計上しております。 

  資料の一番最後につけておりますのは、一般会計と後期高齢の特会間の予

算の流れを表した図であります。後程ご参照いただければと思います。  

  以上、平成２９年度後期高齢者医療特別会計予算について説明を終わりま

す。ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

議    長 ここでしばらく休憩いたします。 

（１１：４９） 

（…休  憩…） 

（１３：００） 

議    長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議     長  ここで、企画財政課長より発言の申出があっておりますの

で、これを許可いたします。企画財政課長。 

企画財政課長 失礼いたします。訂正の申出でございます。川棚町一般会計

予算説明資料の訂正であります。８ページをお開きください。８ページの上

の方の上から４行目、導水路維持補修費とございます。道水の道が導くに

なっておりますが、これは道路の道、道の字に訂正をお願いいたします。  

  もう１点ございます。１３ページをお願いいたします。１３ページの一番

下の行であります。「施設園芸育成多策事業」とあります。この多策が対策

ですね、対策事業に改めていただくようお願いいたします。重ね重ね大変申
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し訳ございません。訂正してお詫び申し上げます。 

議     長  よろしいですかね。それでは議案に戻ります。次に、介護保

険事業特別会計についての追加説明を求めます。健康推進課長。 

健康推進課長  それでは議案第１４号、平成２９年度川棚町介護保険事業特

別会計予算についてご説明いたします。予算書が２７７ページからとなって

おります。 

  第１条の規定は、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１２億９ ,７２

６万２千円と定めるものです。 

  第２項におきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金

額は、第１表歳入歳出予算によるものとしております。第２条の規定は、債

務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について定めておりま

す。２８０ページをお開きください。 

  第２表、債務負担行為でございます。債務負担行為につきましては、包括

支援センターで使用しております、地域包括支援システムのリース期間満了

に伴う更新を行うこととしております。したがいまして、平成３０年度から

平成３３年度までについて、５２８万２千円の限度額を定めるものでござい

ます。 

続きまして、事項別明細書で説明いたします。２８３ページをお開きくだ

さい。 

歳入ですが、対前年度と比較して歳入合計欄４７４万円ほど増加をしてお

ります。構成としましては、保険料や保険給付費、地域支援事業費に係る

国・県支払基金、町の負担金が主なものとなっております。  

次のページの歳出でありますが、２款保険給付費が１１億８，６００万円

で、４款地域支援事業費が８，７００万ほどとなっており、この２つで歳出

合計の９８．１％を占める割合となっております。予算書の３３０ページに

なります。債務負担行為で翌年度以降に渡るものについての前年度末までの

支出額、または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予算額等に関する調

書であります。先程ご説明いたしました地域包括支援システムに係る債務負

担行為によるもので、ここに記載をしているとおりでございます。  

それでは、歳入から説明いたします。２８６ページをお開きください。な

お、本日お配りしました資料に沿って説明いたします。ここからは着座にて
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説明させていただきます。予算書の２８６、２８７ページになります。 

  １款保険料２億６，６１０万１千円、前年度比６１０万円の増となってお

ります。 

  １項介護保険料、１目第１号被保険者保険料は高齢者人口の伸び等を勘案

し、保険料収入を見込み計上しております。予算の２８８ページ、２８９

ページをお開きください。 

  ２款使用料及び手数料３万円、前年度同額。 

  １項手数料、１目督促手数料として、前年度同額を計上しております。 

予算書の２９０ページから２９３ページにつきましては、３款国庫支出金

になります。３款国庫支出金３億９５７万６千円、前年度比７８万６千円の

減となっております。 

  １項国庫負担金、１目介護給付費負担金は、定められた割合で計上をして

おります。 

  ２項国庫補助金、１目調整交付金は、標準給付費の６．６％で計上してお

ります。 

  ２目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業における交

付金、それから調整交付金、包括的支援事業・任意事業交付金と、それぞれ

の割合で計上しております。３目介護保険事業費補助金は、制度改正に伴う

システム改修費補助金を計上しております。予算書の２９４、２９５ページ

をお開きください。 

  ４款支払基金交付金３億４,５８４万４千円、前年度比３８万の増となっ

ております。 

  １項支払基金交付金、１目介護給付費交付金は、第２号被保険者保険料に

係る交付率２８％で計上をしております。 

２目地域支援事業交付金は、介護予防事業・日常生活支援総合事業費に係

る交付率２８％で計上をしております。予算書の２９６、２９７ページをお

開きください。 

５款県支出金１億８，２９３万円、前年度比１４１万１千円の増。  

１項県負担金、１目介護給付費負担金はそれぞれ定められた割合で計上を

しております。 

２項県補助金、１項地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合
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事業費交付金、包括的支援事業費・任意事業費交付金。それぞれの割合で計

上をしております。 

  ２目介護保険低所得者対策事業費補助金は、対象事業費の４分の３を計上

しております。予算書の２９８、２９９ページをお開きください。  

  ６款財産収入４万円、前年度比３千円の増。 

  １項財産運用収入、１目利子及び配当金は、介護保険給付費基金利子とし

て全額を積み立てるものであります。なお、歳出の５款１項１目介護給付費

基金積立金に対応するものであります。予算書の３００、３０１ページをお

開きください。 

  ７款寄附金１千円、前年度同額。 

  １項寄附金、１目寄附金は、一般寄附金として前年度同額を名目計上して

おります。 

予算書の３０２ページから３０５ページまでは８款繰入金となります。８

款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金は標準給付費の１

２．５％を計上しております。 

  ２目地域支援事業費繰入金は、介護予防・日常生活支援総合事業繰入金、

包括的支援事業・任意事業費繰入金をそれぞれの割合で計上をしておりま

す。 

  ３目低所得者保険料軽減繰入金は、介護保険料の低所得者軽減制度に対す

る公費負担分を計上しております。 

  ４目その他一般会計繰入金は、介護保険事務費等に要する経費をそれぞれ

計上しております。内訳についてはここに記載をしているとおりでありま

す。 

  ２項基金繰入金１千円、前年度同額。 

  １目介護給付費基金繰入金は、介護給付費基金繰入金として前年度同額を

名目計上しております。予算書の３０６ページ、３０７ぺージをお開きくだ

さい。 

  ９款繰越金３千円、前年度同額。 

  １項繰越金、１目繰越金は、繰越金として介護給付費分、地域支援事業

分、事務費等分それぞれ名目計上しております。予算書の３０８、３０９

ページをお開きください。 
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  １０款諸収入５５０万９千円、前年度比６万円の増。 

  １項諸収入、１目延滞金、加算金及び過料は、延滞金、加算金及び過料

を、それぞれ名目計上をしています。 

  ２目雑入は、第三者納付金、返納金、認定調査委託料、これらをそれぞれ

名目計上しております。 

  ２項介護サービス収入、１目介護予防サービス費収入は、要支援者にかか

るサービス計画、ケアプランの収入を計上しております。 

続きまして、歳出について説明いたします。予算書の３１０ページ、３１

１ページをお開きください。 

  １款総務費２,２１９万９千円、前年度比３６２万８千円の増。 

  第１項総務費、１目総務管理費はここに記載しているとおりの内容でござ

いますが、増加の主な要因としましては、２９年度に策定いたします、第７

期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の策定に伴う事業費によるもので

あります。すみません、ここの説明文の中で、第７期高齢者保健福祉計画、

介護保険事業計画費としてありますが、この費を削除してください。大変申

し訳ありません。計画の策定に伴う事業費によるものです。すみません、書

ですね。計画書としてますけれども、計画の策定に伴う事業費によるものと

してください。 

  ２目徴収費は、第１号被保険者の保険料の賦課徴収にかかる経費を計上し

ております。 

  ３目認定事業費は、認定審査会、認定調査員に要する経費を計上しており

ます。予算書の３１２ページから３１７ページにつきましては、保険給付費

となります。 

  ２款保険給付費１１億８，６００万円、前年度比３，４００万の減少。 

  １項保険給付費、すみません、訂正をお願いいたします。介護給付費とし

ておりますけれども、保険給付費という文字に変えてください。介護を保険

に変えていただきますようお願いいたします。保険給付費の総額は国、県等

の負担金、交付金算出の標準給付費にあたるものであります。歳出予算の９

１％を占めております。また、減少の主な要因につきましては、制度改正に

よりまして、保険給付費から地域支援事業費への支出科目の変更、移行によ

るものが主な原因となっております。 
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  １目介護サービス等諸費は、要介護の１から５の認定を受けた受給者が受

けるサービスを計上しております。主な内容につきましてはここに記載をし

ている通りであります。 

  ２目介護予防サービス等諸費は、要支援１、２の認定を受けた受給者が受

けるサービスを計上をしております。主な内容につきましてはここに記載を

しているとおりでございます。なお、この２目の１で介護予防サービス給付

費としておりますけれども、これが総合事業に移った関係で、介護予防サー

ビス給付費の中の訪問介護、それから通所介護、この２つは制度の改正によ

りまして、地域支援事業の方に移っているということになります。  

  それから、３目その他諸費は、審査支払手数料を計上しております。 

  ４目高額介護サービス費、それから５目高額医療合算介護サービス費、６

目特定入所者介護サービス費につきましては、内容につきましては記載のと

おりでございます。予算書の３１８ページ、３１９ページをお開きくださ

い。 

  ３款財政安定化基金拠出金１千円、前年度同額。 

  １項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金拠出金は、前年度同額を

名目計上しております。予算書の３２０ページから３２３ページは地域支援

事業等費になります。 

  ４款地域支援事業等費８,７２７万９千円、前年度比３，４８７万８千円

の増となっております。 

  １項地域支援事業費、１目介護予防・日常生活支援総合事業費は、制度改

正により、平成２８年１０月から開始した、介護予防・日常生活支援事業に

かかる経費であります。これまでの一般介護予防事業に加え、介護予防サー

ビス給付費から支出科目を移行した、訪問・通所型サービス事業費、既存の

生活支援サービス事業費、そして新たに取り組む生活支援サービス事業費を

計上しております。 

  ２目包括的支援事業・任意事業費は、地域包括支援センターの運営にかか

る事業費並びに任意事業として、高齢者及び高齢者家族に対する各種支援事

業にかかる経費を計上しております。 

  ２項保健福祉事業費、１目保健福祉事業費は、社会福祉協議会に委託して

おります配食サービス事業にかかる委託料が主なものであります。配食サー
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ビス事業費の支出項目を組み替えておりますが、それが減少の主な原因と

なっております。 

  ３項指定介護予防支援事業費、１目指定介護予防支援事業費は、指定介護

予防支援事業所として活動経費を計上しており、主な財源は、歳入の１０款

諸収入、２項１目介護予防サービス費収入であります。すみません、訂正を

お願いします。その次の介護予防支援専門員としておりますけれども、正し

くは介護支援専門員です。たびたび申し訳ありません。介護支援専門員の嘱

託職員人件費、介護予防ケアプランの事業所への委託料、社会福祉協議会か

らの派遣職員の人件費相当分の負担等を計上しております。続きまして、予

算書の３２４ページ、３２５ページをお開きください。 

  ５款基金積立金４万１千円、前年度比３千円の増。 

  １項基金積立金、１目介護給付費基金積立金は、基金から生じた利子を全

額積み立てることとして計上をしております。予算書の３２６ページ、３２

７ページをお開きください。 

  ７款諸支出金６万６千円、前年度同額。 

  １項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金、２目償還

金、３目第１号被保険者還付加算金のいずれの目も前年度と同額をそれぞれ

名目計上しております。 

  ２項操出金、１目一般会計繰出金は、前年度と同額を名目計上しておりま

す。予算書の３２８ページ、３２９ページをお開きください。 

  ８款予備費１６７万６千円、前年度比２３万６千円の増。 

  １項予備費、１目予備費は歳入歳出の見合いにより計上をしております。 

  なお、資料の一番最後につけております、Ａ３の介護保険事業特別会計予

算総括表でありますけれども、これは平成２９年度の予算の総括表でありま

して、上段の方に歳入を、下段の方には歳出を記載しておりまして、内訳を

事務費対応分、給付費対応分などとしておりまして、それぞれの歳出がどの

ような歳入によって賄われているかというのを示している図であります。右

の上段の方については、国、県、町などの負担割合を示しております。後程

ご参照いただければと思います。 

  以上で、平成２９年度川棚町介護保険事業特別会計予算についての説明を

終わります。ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたしま
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す。 

議     長  次に、観光施設事業特別会計についての追加説明を求めま

す。地域政策課長。 

地域政策課長  それでは、議案第１５号、平成２９年度川棚町観光施設事業

特別会計予算についてご説明いたします。予算書の３３１ページをお開きく

ださい。 

  条文でございますが、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ１億５，２００万円と定め、第２項で歳入歳出予算の款項の区分及

び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算によるとしております。それ

では事項別明細書よりご説明いたしますので、３３７ページをお開きくださ

い。 

  歳入歳出予算事項別明細書でありますが、歳入では対前年度と比較して、

歳入合計で２，２００万円減少しており、歳入予算全体の８５．５％を１款

繰入金が占めております。次のページをお開きください。 

  歳出では、歳出予算全体の５１．４％を１款観光施設事業費が、４８％を

２款公債費が占めております。 

それでは歳入から説明しますので、次のページをお開きください。なお、

本日お配りしました資料に沿ってご説明いたします。これから着座にてご説

明させていただきます。予算書３４０、３４１ページでございます。  

１款繰入金１億３千万円、前年度比２，２００万円の減。 

  １項繰入金、１目一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金を計上してい

るところでございます。予算書の次のページになります。 

  ２款諸収入２,２００万円、前年度と同額でございます。 

  １項貸付金収入、１目指定管理者貸付金収入は、川棚町大崎保養・宿泊施

設運転資金返還金として１千万円を計上しております。 

  ２項雑入、１目雑入は、観光事業収入として１ ,２００万円を見込み計上

しております。 

  続きまして歳出をご説明いたします。予算書の次のページをお願いいたし

ます。 

  １款観光施設事業費７,８０７万８千円、前年度比１,４９４万１千円の増

となっております。 
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  １項観光施設事業費、１目管理費は、大崎公園、国民宿舎、大崎温泉の管

理運営にかかる一般的な経費として、４，６６７万８千円を計上しておりま

す。主なものにつきましては以下記載のとおりでございます。後程お目通し

のほどよろしくお願いいたします。 

  ２目改良費につきましては、大崎公園、国民宿舎、大崎温泉の改修整備に

要する経費として３，１４０万円を計上しております。工事請負費につきま

しては、下表の方に掲載しております。こちらの方も後程お目通しのほどよ

ろしくお願いいたします。予算書は次のページになります。 

  ２款公債費７，３０５万３千円、前年度比３，７２２万１千円の減となっ

ております。 

  １項公債費、１目元金は、国民宿舎しおさいの湯における元金の償還分を

計上しております。 

  ２目利子につきましては、国民宿舎、しおさいの湯における借り入れに対

する利子を計上しております。 

  ３目公債諸費につきましては、役務費を名目計上しております。公債費の

減少が大きくなっておりますが、その要因としましては、平成８年度に借り

入れました国民宿舎建設に係る起債が、平成２８年度をもって償還が完了す

ることによるものでございます。予算書は次のページになります。 

  ３款予備費８６万９千円、前年度比２８万の増加となっております。 

  １項予備費、１目予備費８６万９千円は、見込みで計上しております。次

のページになります。３５０ページです。 

  このページにつきましては、起債の現在高の見込みに関する調書となって

おります。このページの説明の方は省略させていただきます。 

  以上で、平成２９年度川棚町観光施設事業特別会計予算についての説明を

終わります。ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

議     長  次に、公共下水道事業特別会計についての追加説明を求めま

す。水道課長。 

水 道 課 長 それでは議案第１６号「平成２９年度川棚町公共下水道事業

特別会計予算」についてご説明をいたします。予算書は３５１ページとなり

ます。 
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  ここには、第１条で、歳入歳出予算の規定でございまして、歳入歳出予算

の総額は歳入歳出それぞれ６億１,５６０万７千円と定めているところでご

ざいます。 

  第２項につきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金

額は、第１表歳入歳出予算によることとしているところでございます。歳入

歳出予算の次のページの３５２、５３ページに記載をしておるところでござ

います。 

  第２条でございます。第２条は地方債の規定でございます。地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、３５４

ページの第２表に記載のとおりでございます。地方債限度額を７，５７０万

円と予定をしておるところでございます。 

  第３条は、一時借入金に関する規定でありまして、借り入れの最高額は２

億円と定めておるところでございます。 

  第４条では、歳出予算の流用に関する事項を定めておるところでございま

す。次に、３５４ページをお開きいただきたいと思います。先程申しました

第２表の地方債の件でございます。起債の目的を公共下水道事業債というこ

とで、限度額を７，５７０万円としておるところでございます。起債の方

法、利率、償還の方法につきましては記載している通りでございます。  

それでは予算書と本日配布の説明書に沿って説明をいたします。予算書は

３６０ページ、３６１ページをお開きいただきたいと思います。歳入から説

明させていただきます。これより着席にて説明をさせていただきます。 

  １款分担金及び負担金２５２万円、対前年度比１９０万円の減少。 

  １項１目建設負担金、下水道事業受益者負担金のことでございますけど

も、２７年度賦課分の３年目、２８年度賦課分の２年目、２９年度賦課分の

１年目を見込んで計上をしております。また、滞納繰越分については前年度

の実績見込みを基に計上をしております。次に、予算書は３６２、３６３

ページでございます。 

  ２款使用料及び手数料１億３,７２８万１千円、対前年度比２２万円の減

少でございます。 

  １項１目下水道使用料は、現年度分につきましては、前年度の実績を基に

年間約６０件の増加としておりますが、節水型機器の普及、人口減少なども
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あり、前年度の実績見込みなどから使用料は前年同額を見込んでおります。

また、滞納繰越分についても、前年度の実績見込みを基に計上をしておると

ころでございます。 

  ２項手数料、３８万１千円、対前年度比２万円の減少でございます。  

  １目総務手数料は、実績見込みを基に計上をしておるところでございま

す。次に、予算書３６４ページ、３６５ページをお願いいたします。  

  ３款国庫支出金５千万円、対前年度比、すいません、こちらの方訂正をお

願いいたします。０が１個抜けておりまして、１千万円ということで訂正を

お願いいたします。誠に申し訳ありません。対前年度比１千万円の増加とい

うことです。 

  １目下水道事業費国庫補助金は、汚水管渠について東小串、西小串の一部

の整備を予定し、見込み計上をしております。補助率は２分の１でございま

す。次に、予算書３６６ページ、３６７ページをお開きください。 

  ４款繰入金でございます。３億５，００９万７千円、対前年度比９６０万

１千円の増加でございます。 

１項１目一般会計繰入金は、建設費、公債費及び都市下水路管理費などに

かかる経費について、必要額を見込み計上をしております。次に、予算書３

６８ページ、３６９ページをお願いします。 

  ５款繰越金１千円、前年度同額でございます。 

  １項１目繰越金につきましては、前年度同額を見込み計上をしておりま

す。予算書の３７０ページ、７１ページをお願いいたします。  

  ６款諸収入でございます。８千円、これは前年度同額でございます。 

１項１目延滞金、加算金は前年度同額を見込み計上をしております。 

２目過料は前年度同額を見込み計上をしておるところでございます。  

２項雑入４千円、前年度同額です。 

１目過年度収入は、前年度同額を見込み計上をしております。  

２目雑入は、前年度同額を見込み計上をしておるところでございます。次

に、予算書の３７２、３７３ページをお願いいたします。 

  ７款町債でございます。７,５７０万円、対前年度比１,４３０万円の増

加。 

  １項１目下水道建設事業債は、管渠建設費、下水道事業企業会計移行支援
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業務費及び公営企業会計システム構築分としての必要借入額を見込み計上を

しております。次に、予算書の３７４ページ、３７５ページをお願いいたし

ます。歳出でございます。 

  １款総務費１億２,９５６万１千円、対前年度比３０万５千円の減少。 

  １項１目一般管理費は、職員２名分の人件費のほか、各種総会、研修会な

どの旅費、下水道管路システム保守、次の、すみません、訂正をお願いいた

します。下水道台帳更新、これは隔年に実施をしておりまして、２９年度削

除することを失念しておりました。削除をお願いをいたします。河川水質検

査、企業会計移行支援、公営企業会計システム構築などの委託料、各種協会

等の会費、負担金と消費税及び地方消費税の確定、中間申告納付などの経費

として４，４９２万７千円を見込み計上をしております。 

  ２目でございます。管渠管理費は、マンホールポンプ１６カ所の電気・水

道、通信、維持管理、ＪＲ用地占用料などの維持管理に要する経費及び管

渠、舗装補修工事に要する経費として、９４７万円を見込み計上をしており

ます。 

  ３目処理場管理費は、薬品代、電気・水道代、機械器具修繕料、維持管理

業務、水質検査業務、汚泥処理業務、緑化管理業務の委託料、工事請負費な

ど、終末処理場の維持管理に必要な経費として、７，１３５万５千円を見込

み計上をしております。詳細につきましては、表を記載をしておりますので

ご覧いただきたいと思います。 

  次に、４目でございます。都市下水路管理費は、下組ポンプ場の電気料、

修繕料、保守点検業務委託料、工事請負費などの維持管理に要する費用とし

て３８０万８千円を見込み計上をしております。次に、予算書３７６ペー

ジ、３７７ページをお願いいたします。 

  ５目諸費でございますが、前年度同額を見込み計上をしておるところでご

ざいます。次に、予算書３７８ページ、３７９ページをお願いいたします。 

  ２款建設費でございます。１億４,８９２万９千円、対前年度比２,４０６

万５千円の増加でございます。 

  １項１目下水道建設費は、職員３人分の人件費のほか、下水道法変更認可

申請、汚水管渠工事及び水道管移設補償費などに要する経費を見込み計上を

しております。なお、汚水管渠整備事業は、東小串地区の一部及び西小串地
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区の一部を予定しており、２９年度末には約６．１５ｈａの整備が完了し、

併せて供用開始できる見込みとなっております。次に、予算書３８０ペー

ジ、８１ページをお願いいたします。 

  ３款公債費でございます。３億３,６９７万７千円、対前年度比８０２万

１千円の増加でございます。 

  １項１目元金は、償還金の元金、元金償還費を見込み計上しております。  

２目利子は、償還金の利子償還費を見込み計上をしております。次に、予

算書３６４ページ、３６５ページをお願いいたします。失礼しました。３８

２ページ、３８３ページです。すいません、ページの記載を誤っておりま

す。３８２、３８３ページでございます。 

  ４款予備費でございます。１４万円、前年度と同額でございます。 

  １項１目予備費は、歳入と歳出の見合いにより見込み計上をしておるとこ

ろでございます。 

  なお、予算書の３８４ページ、３８５ページには給与費明細書、続きまし

て、３８６ページには地方債の現在高見込額調書、３８７ページには債務負

担行為の支出予定額等調書を記載をしておりますが、説明は省略をさせてい

ただきます。 

  たびたびすいません、訂正をお願いいたします。本日お配りをさせていた

だいております説明書の２ページでございます。中段より下の３款国庫支出

金の４行目、カッコして補助率１分の２というふうに表示をしてしまいまし

た。２分の１ですので、１と２の数字を逆転をお願いをいたします。  

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

議     長  次に、水道事業会計についての追加説明を求めます。水道課

長。 

水 道 課 長 それでは議案第１７号「平成２９年度川棚町水道事業会計予

算」について説明をいたします。予算書につきましては、別冊の薄い方の予

算書でございますので、ご準備をお願いいたします。それでは、予算書の１

ページをお願いたします。すみません、ページが入っていないです。申し訳

ないです。予算書の、１枚めくっていただいて議案の部分ですね。そちらの

方をお願いいたします。 
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  第１条では、水道事業会計の予算は、次に定めるところによるとしており

ます。 

  第２条、業務予定量を規定をしております。給水戸数、給水量、主な建設

改良事業などを定めております。 

  第３条は、収益的収入及び支出の予定額の規定でありまして、収入総額を

３億４,１８８万８千円、支出総額を３億４,８４１万１千円と予定している

ところでございます。 

  第４条、資本的収入及び支出でございますが、資本的収入及び支出の予定

額を規定をしておりまして、収入総額を５９０万円、支出の総額を１億１,

１８４万３千円と定め、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する１億

５９４万３千円につきましては、当年度分損益勘定留保資金８,９３１万９

千円、当年度分消費税資本的収支調整額４８４万２千円、減債積立金４７５

万４千円、建設改良積立金７０２万８千円で補てんする予定としておりま

す。予算書の次のページをお願いいたします。 

  第５条は、一時借入金に関する規定でござまして、借り入れの最高額は３

千万円と規定をしております。 

  第６条でございます。第６条は、流用の議決事項に関する規定でありまし

て、職員給与及び交際費について定めておるところでございます。 

  第７条は、たな卸資産の購入限度に関する規定でありまして、購入限度額

を１千万円と定めているところでございます。 

それでは、主な内容につきまして、予算実施計画明細書及び本日配布の説

明書に沿ってご説明させていただきます。予算書につきましては、１ページ

をお開きをお願いいたします。これより着席にて説明をさせていただきま

す。 

  まず１ページは、収益的収入及び支出でございます。収入から説明をいた

します。すいません、説明書の予算書のページを３ページと書いております

が１ページの誤りでございます。訂正方よろしくお願いいたします。  

  １款水道事業収益３億４，１８８万８千円、対前年度比７６６万８千円の

増加。 

  １項１目給水収益は、使用水量は一般生活用及び事業所においては前年度

より減少を見込んでいますが、工業用水においては、前年度より増加の予想
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から、全体として前年度より６００万円多い３億８００万円を計上してお

り、前年度比で約２％の増加なっておるところでございます。 

  ２目でございます。受託工事収益は、前年度の実績見込みを基に８７万円

を計上しております。 

  ３目加入金は新設に伴うもので、前年度の実績見込みを基に２，５００円

と書いておりますが、申し訳ございません、２，５００の後に千という文字

を加えていただきたいと思います。申し訳ありません。２５０万円を計上を

しておるところでございます。 

  ４目その他営業収益は、各種の手数料は前年度実績を見込み６３万７千円

を計上し、工事負担金は、下水道工事等に伴う水道管移設工事の負担金を見

込み、２００万円を計上をしております。合わせて２６３万７千円となって

おるところでございます。 

  ２項営業外収益２，７８８万１千円、対前年度比２９万８千円の増。 

１目受取利息は前年度の実績見込みにより３２万円を計上しております。 

  ２目雑収益は、山道可動堰管理費、小串深井戸利用負担金、福祉組合配水

池管理費など、前年度実績見込みを基に１，６６６万１千円を計上しており

ます。 

  ３目他会計負担金は、職員の児童手当について一般会計より繰入れを見込

み、１０３万５千円を計上しております。 

  ４目消費税及び地方消費税は、仮受消費税額に対して仮払消費税の支払額

が少なくなる見込みであることから、消費税の還付金は発生しない見込みと

なっております。 

  ５目長期前受金戻入は、地方公営企業会計制度の見直しにより、平成２６

年度から計上しており、財源別に国庫補助金、工事負担金、受贈財産評価額

として繰延収益に計上しているものから、減価償却した額については、営業

外収益の長期前受金戻入として順次、収益化していくこととなっており、見

込みとして９８６万５千円を計上しております。 

  支出でございます。ここもすいません、ページが誤っております。 

  １款水道事業費用３億４,８４１万１千円、対前年度比３,１６１万の増加

でございます。 

  １項１目原水費は、オイルフェンス等の消耗品、取水ポンプ等の修繕費、
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取水施設改修工事などの経費を見込み、２１２万円を計上しております。 

  ２目の浄水費ですが、浄水場運転管理業務、汚泥処理、緑化管理、消防設

備保守点検業務などの委託料、水質検査などの手数料、薬品沈澱池攪拌機、

急速ろ過機表洗弁等の修繕、浄水場維持管理用薬品費、緩速ろ過池補砂用材

料及び工事などの経費を見込み、５，８１２万６千円を計上しております。

詳細は表の方に記載をしております。 

  次に、３目の配水及び給水費は、施設管理用の備消品費、テレメータ、

フォーマ、光回線通信費、配水池等除草業務・量水器取替業務等の委託料、

公用車車検整備、ポンプ等の修繕費、動力電気費、小串地区配水枝管布設替

ほかの工事請負費などの経費を見込み、６，６９１万円を計上しておりま

す。 

  ４目でございます。受託工事費は、給水契約者等からの依頼で、直営で行

う工事に必要な経費を見込み、９４万円を計上しております。予算書は６

ページになります。すみません、詳細なものを３ページから記載しておりま

して、そこのご案内をしておりませんでした。収入についての詳細なものを

３ページから記載しておりまして、そちらの方を読み上げておりました。続

きまして、５ページ、すみません、予算書６ページの方になります。  

総係費は、職員８人の人件費、賞与引当金繰入金、検針業務委託料、会計

システム等の保守料及び口座振替等の手数料、事務所の賃借料、貸倒引当金

繰入額など、水道事業の全般の経常経費を見込み、８，０４４万１千円を計

上しております。次に、７ページをお願いいたします。 

  ６目減価償却費でございますけども、建設などの有形固定資産の減価償却

費の経費を見込み、１億１，０２８万９千円を計上しております。 

  ７目資産減耗費は、配水管敷設替に係る除却費、たな卸資産減耗費の経費

を見込み、１０５万円を計上しております。 

  ２項営業外費用２，８５３万５千円、対前年度比１，３４９万７千円の減

少。 

  １目支払利息及び企業債取扱諸費は、平成２７年度借り換え分を含めて、

１８件の企業債利息について１，９０１万１千円を見込み計上をしておりま

す。 

  ２目消費税は、仮受消費税と仮払消費税との関係から、本年度は納付消費
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税を見込み、８５２万４千円を計上しております。 

  ３目雑支出は、前年度同額を見込み、１００万円を計上しております。続

きまして、予算書８ページになります。 

  資本的収入及び支出でございます。まず収入の部ですが、１款資本的収入

５９４万円、対前年度比４９０万円の増加。 

  １項１目建設改良企業債は、借入を予定しておりませんので０となってお

ります。 

２項１目工事負担金５９０万円、対前年度比４９０万円の増加。１目工事

負担金は、下水道工事等に伴う水道管移設工事にかかる他会計からの負担金

について、５９０万円を見込み計上をしております。 

  支出についてでございます。１款資本的支出１億１,１８４万３千円、対

前年度比３，０４６万円の増加。 

  １項１目固定資産購入費は、ダンプトラック・給水タンク・給水ポンプ及

び新設量水器の購入経費として、６２１万円を見込み計上をしております。 

  次に、２目でございます。２目施設改良費は、木場地区水源設備及び排水

設備、すみません、こちらも訂正をお願いいたします。排水の文字でござい

ますけども、配る水、配水設備ということで訂正をお願いいたします。申し

訳ありません。配水設備に係る用地費、取得用地の登記業務委託料、上組系

配水管布設替・城山系送水管布設替・小串深井戸送水管布設替工事及び道路

改良等に伴う配水管布設替工事等の経費として、６，０５０万円を見込み計

上をしております。 

  ３目は、これまで施設拡張費ということで記載をしておりましたが、山道

浄水場第７次拡張事業が完了したことから、今年度は計上はありません。な

お、資本的収入が資本的支出額に対して不足する額、１億５９４万３千円に

つきましては、当年度分損益勘定留保資金８ ,９３１万９千円、当年度分消

費税資本的収支調整額４８４万２千円、減債積立金４７５万４千円、建設改

良積立金７０２万８千円で補てんする予定としております。  

  ２項でございます。企業債償還金４，５１３万３千円、対前年度比８４７

万円の減少。 

１目企業債償還金は１６件の企業債の元金償還を見込み計上をしておりま

す。 
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すみません、今、一番最後の、説明書の一番最後のページの上から３行目

中ほどに、建設改良積立金７，０２８円と書いておりますが、すみません、

ここも千の文字が抜けておりますので、訂正よろしくお願いいたします。申

し訳ございません。 

なお、９ページ、１０ページには給与費明細書。１３ページ、１４ページ

には予定貸借対照表。１５ページ、１６ページにはキャッシュフロー計算

書。１７ページから２０ページには前年度の予定損益計算書と予定貸借対照

表。最後の２１ページには水道事業会計予算に関する注記を記載しておりま

すが、説明は省略をさせていただきます。 

あとは予算書の１１ページ、１２ページを説明をさせていただきます。２

９年度の予定損益計算書でございます。営業収益、営業外収益の収益、１番

ですね、１番営業収益、３番の営業外収益、これから２番の営業費用、４番

の営業外費用、これを差引いた経常損失につきましては、１，２１０万５千

円となる見込みでございます。なお、前年度繰越利益剰余金を加えて、当年

度末未処分利益剰余金、１２ページの方に記載しておりますが、前年度繰越

利益剰余金を加えて、当年度末未処分利益剰余金は、約１,４５１万８千円

を見込んでおりまして、２８年度当初予算と比較しまして、８，５５６万円

の減少の見込みでございます。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

議     長  以上の説明を持ちまして、本日の日程は全部終了をいたしま

した。 

  本日は、これにて散会といたします。ご起立願います。お疲れ様でした。  

（１４：０５） 

 

 

 

 

 

 

 



- 47 - 

  地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 

 

 

      川 棚 町 議 会 議 長     初 手 安 幸    

 

      会 議 録 署 名 議 員     堀 池  浩     

 

      会 議 録 署 名 議 員     波 戸 勇 則    

 


